
高齢者虐待
防止に関す
る意識づくり

高齢者虐待やその防止に対する正しい理解を
促進するとともに、虐待を見聞きした場合の通
報義務など早期発見のために、地域住民一人
ひとりができることについての周知・啓発を積
極的に進めます。また、高齢者虐待の通報先・
相談先として地域包括支援センターの周知に
努める。地域における高齢者虐待の早期発見
のため、民生委員児童委員等に対して、地域
での高齢者の見守りについての啓発に努め
る。

・高齢者虐待の市民啓発
・高齢者虐待対応支援ネットの活用
・認知症専門研修の開催
・多職種による連携及び事例検討

・介護サービス事業所に対する説明や理解
の周知
・広報１月号での啓発記事の掲載

・早急な対応や予防的な関わりができるように
なったケースもあるが、発見から通報までの日数
を要し対応が後手にまわるケースもある。
・市民への出前講座、出前トークやケアマネ
ジャーへの啓発が十分ではなく、、虐待に対する
啓発は重要と考え、介護サービス事業所やケア
マネージャー対象の研修会の実施を継続する必
要があると考える。

高齢者虐待
ケース検討
会議、定例虐
待ケース会
議の開催

 高齢者虐待に関する相談、通報、届け出が行
われ、事実確認を行った事例に関して、虐待
の判定や緊急性の判断、今後の方針と支援内
容の決定、各支援者の役割について協議を行
う。

・虐待定例会議の開催
・権利擁護の検討会
・随時高齢者虐待コア会議の開催

権利擁護検討会：１２回開催
随時高齢者虐待コア会議開催
定例虐待ケース会議：１２回開催
市長申立：４件中3件後見人選任

高齢者の尊厳を守るために、継続実施する必要
がある。

総合相談事
業

 地域包括支援センターにおける高齢者虐待に
関する相談支援の充実を図るとともに、高齢
者虐待対応支援ネットを活用し、個別の虐待
ケースへの適切かつ迅速な対応を図る。ま
た、多職種が連携して虐待の防止や早期対応
ができるようになるための取組みを実施し、
チームでの対応力の向上に努める。

・高齢者虐待の相談支援の充実
・高齢者虐待対応支援ネットの活用
・認知症専門研修の開催
・多職種による連携及び事例検討

高齢者虐待相談：199件
高齢者虐待通報：31件（新規通報：14件、継
続ケース：17件）
高齢者虐待支援ネットの活用：2件

・事実確認や相談のタイミングを逃さないよう早
期の対応
・ケースの振り返り（事例検討）を通じて今後の支
援方法に活かす必要がある。

成年後見制
度利用支援
事業

 成年後見制度に関する市民の理解を深める
ための啓発について、湖南４市での「成年後見
センターもだま」への委託により推進する。

・成年後見制度利用支援事業の市民・介護関係
者への周知・啓発
　

　
・個別相談の中で説明、紹介を実施。

包括的・継続
的ケアマネジ
メント支援

　高齢者が住み慣れた地域で暮らすことがで
きるよう、ケアマネジャー、主治医、サービス提
供事業所や地域の関係機関など多職種相互
の協働を進めるため、地域包括支援センター
が核となった連携のための機会づくりを進め
る。
個々の高齢者の状況や変化に応じた支援を
実践するために、包括的・継続的に高齢者や
家族・ケアマネジャーに対する支援を行う。

・地域ケア会議の開催
・地域看護連絡会の開催
・地域リハビリテーション推進協議会の開催
・多職種代表者会議の開催
・ケアマネジャーへの支援
・自立支援に向けた研究会の開催
・高齢者や家族に対しての支援

・医師・ケアマネジャー・介護サービス事業所
等他職種で連携を深める機会（協議検討会
議）に参加。
・圏域利用者について、サービス担当者会
議や個別地域ケア会議等、状況に応じて効
果的・有機的にケアマネジャーや関係者と共
に支援方法を検討する機会を確保。
・介護保険サービスで解決できない課題に
ついて包括的に支援に参加。

　
・支援が必要な高齢者に対して、ケアマネジャー
が多職種・他機関との連携が図れるよう、地域ケ
ア会議等の開催や多職種連携研修会への参加
により日頃か関係性の構築が図れるよう継続支
援が必要である。

・民生委員や自治会等地域住民からも気軽に相
談を受けられ、協働して支援するための働きか
けが必要である。

ケアマネ連絡
会
管理者会議

 ケアマネジャー一人ひとりに対する支援にお
ける地域包括支援センターの役割などを明確
にするとともに、ケアマネジャーに対する相談
や処遇困難事例の対応、医療との連携などに
ついて支援の充実を図る。
 介護支援専門員連絡会と居宅介護支援事業
所管理者会議を連動させて、ケアマネジャー
が主体的に学ぶ機会づくりやケアマネジャー
同士のネットワーク構築を図ります。さらに、ケ
アマネジメント能力向上のための研修などを実
施する。

・ケアマネジャー同士のネットワークの構築及び主
体的に学ぶ機会の提供
・サービス担当者会議・カンファレンス等への参
加、同行訪問等により、情報共有及びケアマネ
ジャー支援
・主任ケアマネジャー及び管理者会議の開催によ
り情報共有及び検討事項の協議

ケアマネジャー連絡会：６回、
主任ケアマネ・代表者会議：2回開催

サービス担当者会議、カンファレンス：随時
参加

・高齢者の自立支援に向けたケアプランの作成
のために必要な情報提供を行った。
・居宅介護支援事業所のケアマネジャーのマネ
ジメント力向上に向けた課題や主任ケアマネ
ジャーや管理者としての役割発揮のための情報
交換が不十分であった。

介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

介護予防ケ
アマネジメン
ト事業

　要支援者及び事業対象者に対しては、介護
予防と生活支援のサービスが一体的に提供で
きるよう、多様な社会資源を組み合わせて適
切にケアマネジメントする。

ケアマネジメントにあたっては、本人がどんな
生活を送りたいのかを主眼に置き、本人の可
能性を最大限に引き出せるよう目標を明確に
し、サービスの実施後はその結果を評価する。

・介護予防事業が必要な人への適切なアセスメン
トの実施及び自立に向けたケアプラン作成及び支
援
・地域の社会資源の発掘と活用及び、市民や利用
該当者、ケアマネジャーへの情報提供

・業務委託事業所への支援、サービス計画等の確
認
・適正な給付管理業務

・次年度に向けた介護予防・日常生活支援総合事
業のケアマネジメント一連業務の検討

・高齢者の自立支援を考えるための自立支
援研究会（有志）を開催
　
・総合事業の開始に当たり介護予防マネジメ
ントの流れ等について再検討した。

・ケアプランへの支援

・総合事業の開始に伴い、現行相当サービ
ス利用申請についての検討を実施。

高齢者の自立支援や望む暮らし、本人の残され
た能力や強みを活かしたケアプラン作成に向け
た支援としての取組を検討する必要がある。

平成29年度　栗東市地域包括支援センター事業実績報告
基本運営方針 地域で安心して生活できるよう「安心を支える福祉を推進するまち」の実現に向けて、地域包括ケアシステムの構築を目指します。地域包括支援センターは、地域におけるネットワークを活用し、

高齢者が安心して暮らせるように支援します。高齢者が身近な地域の中で安心して暮らし続けられるためには、地域にある医療・介護・福祉の専門職、さらには地域関係者と関係作りを進め、高
齢者が地域で暮らし続けられるように、地域包括支援センターの3職種がそれぞれの専門性を発揮し、相互に連携・協働しながら、チームアプローチにより高齢者を包括的に支えていきます。

重点目標 ①　地域包括ケアシステムの推進体制の確立
②　在宅療養・介護連携
③　認知症高齢者への支援と高齢者の権利擁護の推進

個別事業名 事業内容 計画 実績

権
利
擁
護
事
業

包
括
的
・
継
続
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

反省点・改善事項

総
合
相
談
支
援
事
業

総合相談支
援業務

・　高齢者やその家族、地域団体などから、高
齢者の生活全般（福祉、医療、介護など）に関
する相談を受け、必要な支援を把握し、地域に
おける適切なサービス、機関または制度の利
用につなげるとともに適宜継続的な支援を行
う。

・既存のネットワークなどを活かし、予防的アプ
ローチや生活支援の必要な人への早期対応
ができるような仕組みづくりを検討する。

・介護保険、医療機関や各種相談機関への情報
提供と説明
・関係課機関との連携により生活支援の実施

・総合相談件数：１５５４件

　

　

・地域ケア個別会議（１３回）開催により、関
係者間での課題共有とネットワークを構築を
行った。

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるた
めに、多職種による連携の場を整え地域全体で
の連携体制を整えていく必要がある。



認知症啓発
事業

  認知症に対する誤解や偏見を解消し、正しい
理解が地域社会全体に広まるよう、広報や出
前講座、各分野の事業・イベントなどのあらゆ
る機会・場を活用し、グループホームなどとの
協働も図りながら、若年層・介護世代から高齢
者までを含めた幅広い世代に対して、認知症
や認知症予防に関する正しい知識・情報など
を積極的に提供する。

・ホームページ、広報フェースブック等様々な機
会・媒体を活用した啓発

認知症初期
支援チーム
の設置

　　認知症に関する相談と早期発見、初期支
援を集中的に行う機関として、介護職、医療職
及び認知症サポート医（嘱託）からなる「認知
症初期集中支援チーム」の平成29年度の設置
に向けて検討を行う。このため、認知症の相談
に対しての訪問活動を充実させるとともに、地
域包括支援センター職員の地域におけるコー
ディネート力や支援体制の構築に取り組むた
めのスキルを向上させる。

・認知症地域支援推進員の設置

・認知症初期集中支援チーム設置におけるキック
オフ講演会の開催
・認知症地域支援推進員（兼務）による個別相談
の実施

・H2９．9月認知症初期集中支援チーム設置
を行い、月1回チーム員会議実施　7回開催
検討事例3件

・個別相談対応での対応

認知症初期集中支援チーム員会議において、
ケースへの関わりが6か月に至っておらずケース
を通して見えてくる再勝課題等について整理が
十分ではない。そこで、課題整理等の評価を行っ
ていく必要がある。

地域密着型
施設と協働
事業

　　グループホームとの協働により、認知症の
人への地域での見守り体制づくりを進める。そ
の他、地域密着型事業所をはじめとする介護
施設・事業所への働きかけにより、各圏域で地
域見守り体制の構築及び認知症カフェ・サロン
等の居場所づくりができるよう努める。

・認知症カフェ開催に向けての検討および市民講
座の開催

・認知症初期集中支援チームの設置におけ
る立ち上げの際の講演会開催

にこにこカフェ大宝の郷：6月から毎週水曜
日開催
42回　実数：34名　延べ数：337名
にこにこカフェ金勝：2か月に1回開催　6回実
施
延べ数：115名

・他の圏域での認知症カフェ開催に向けて、既存
施設での働きかけを実施する。

・認知症の人や家族が気軽に集い・相談できる
場所が、地域の中でまた、住民が主体的に運営
できるような働きかけが必要である。

認知症ケア
パス作成・普
及

　地域に住む高齢者の状況把握と社会資源の
把握をし、地域に不足している社会資源や活
用可能な既存サービスなどを検討する。そのう
えで、認知症の人への支援の流れを示す「認
知症ケアパス」として取りまとめ、活用する。

・認知症ケアパスの作成及び活用
・地域ケア会議において、サービス等の不足や地
域課題について検討

・認知症ケアパスの活用の推進に向けた働
きかけを行った。

介護負担の軽減や本人の自立に向けた支援を
実施できるために、関係者への周知や家族への
啓発を実施する必要がある。

認知症に関
する相談支
援体制の充
実

　高齢者やその家族、地域住民が認知症につ
いて身近に相談できる窓口として、ケアマネ
ジャーや介護サービス事業者、薬局などを位
置づけ、必要に応じて「認知症初期集中支援
チーム」につなぐことができる仕組みを確立す
る。
地域包括支援センターはもちろん、グループ
ホームなどとの協働も図りながら、地域で気軽
に認知症に関する相談ができる窓口などにつ
いて、周知・啓発に努める。

・居宅介護支援事業所及びグループホーム等が
認知症相談窓口として市民への周知啓発を実
施。

・認知症相談：８６３件

・認知症初期集中支援チーム員や認知症地
域支援推進員、地域包括支援センター職員
等が認知症の高齢者介護を行っている家族
を訪問等により、介護負担や悩みを傾聴し
継続的な支援を行う。

認知症のある高齢者を介護している家族によっ
て、認知症理解が十分でない介護者があるた
め、今後も、訪問や相談を受けることで認知症に
対する理解を深められるよう支援が必要である。

認知症専門
研修

 　ケアマネジャーや介護サービス事業所職員
に対し、認知症の人の生活全般をサポートで
きるアセスメント力の向上のみならず、介護家
族へも十分焦点を当てるとともに、その理解や
対応力の向上、多職種連携やコーディネート
力の向上を目的とした研修を企画し、実施す
る。

・ケアマネジャー、介護サービス事業所への認知
症研修の実施
・ケアマネジャー連絡会の実施
・多職種での研修会開催

多職種事例検討会での検討に参加した。 ・介護保険の認定者の内、認知症の人が多いこ
とから認知症についての理解を深め、適切な
サービス導や対応を実施するために、認知症に
ついて継続的に学習する必要がある。
・認知症があっても、その人らしい暮らしの実現
やその人らしさを支援できるサービスの導入につ
いて考える機会が必要である。

若年認知症
への支援

 　若年性認知症の実態を把握し、若年性認知
症の人やその家族の経済的かつ精神的負担
の軽減に努めるとともに、地域での孤立を防
ぎ、住み慣れた地域で安心して暮らせる支援
体制の構築を図る。

・社会資源の発掘
・支援体制の検討

個別相談に応じている。（認知症相談の件数
に含む）

・県に配置されている若年認知症支援コーディ
ネーターや認知症疾患センターと継続的な連携
が必要である。

介護家族に
対する支援

 認知症の人を介護する家族の心身の負担の
軽減を図るため、各事業の周知･啓発を行うと
ともに、介護者の会等相談に応じた情報提供
を行う。

・認知症地域支援推進員（兼務）による相談の周
知啓発、相談対応の実施
・ケアパス活用・促進
・認知症カフェの開催

・個別相談対応の場面で家族の心身の負担
の軽減が図れるような助言や情報提供等、
支援に努めている。
（認知症相談件数に含む）

・認知症カフェにおける介護者同志の交流や介
護相談ができる環境づくりを継続する必要があ
る。

多職種連携
代表者会議

 多職種連携代表者会議等の活用により、地
域の在宅医療・介護連携の推進のための地域
の現状と課題の抽出、課題解決に向けた協議
ができる場の体制整備を行い、在宅医療や介
護の方向性の確認とともに、課題の共有化を
図りながら連携を進める。
 医師会の圏域を同じくする草津市や湖南圏域
における連携を強化する。

・多職種代表者会議において
「多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育
成研修」の内容について検討

・他職種及び市民との交流学習会開催
・医師会と共催による研修会の開催

・在宅医療・介護連携のための医師・介護
サービス事業所・ケアマネジャー等との会議
において、地域の現状を共有し、マップづくり
など協働して連携強化に努めた。
多職種代表者会議：３回開催
多職種連携研修会：２回開催

・高齢者が医療や介護が必要になっても住み慣
れた地域で安心して自分らしく暮らせるために
も、在宅医療・介護連携は重要である。そこで、
作成したリストマップの活用と改善、更新を実施
するとともに、平成30年度に設置予定の在宅療
養支援センターについて医師会と協議を重ねて
いく予定である。

在宅医療進
検討会議

 安心して在宅療養生活がおくれるよう、ケアマ
ネジャー等に対して、医療と介護のアドバイ
ザーとして相談に応じるとともに、多職種の連
携において、各種連携連絡票、「私の在宅療
養手帳」などの有効活用に向けた支援を行う。
また、高齢者に対しては、自分の健康につい
ての相談ができる「かかりつけ医」を持つことを
勧める。
24時間365日対応型の医療・介護サービスの
拡充を図るとともに、その質の向上を図るため
の研修等を充実させる。

・多職種連携代表者会議において研修会の実施
・365日在宅医療を受けられる診療情報の把握と
市民への情報発信
・在宅療養手帳の活用推進
・エンディングノート「未来ノート」の作成
・入退院「安心ロード」の活用

・在宅療養支援センター設置に向けた検討協議を
医師会と開催

・24時間訪問看護や定期巡回・随時対応型訪問
介護看護及び小規模多機能型居宅介護事業につ
いての市民や関係者への情報発信

・多職種連携研修会の実施：事例検討会3回
研修会2回実施。
・在宅療養手帳の活用推進のため、介護保
険認定結果送付時に周知を実施。　手帳配
布：24冊
・エンディングノートの作成と配布
・入退院安心ロードの活用について、ケアマ
ネアンケートの結果報告の実施。

・在宅療養支援センター設置に向けた協議
への出席

・高齢者が在宅療養生活が安心して送れるため
に、在宅療養生活を支える多職種連携における
の課題題解決に向けた話し合いについて継続を
する。
・在宅療養手帳の活用の推進継続
・在宅療養支援センター機能の設置に向けて医
師会と継続協議を重ねる必要がある。

認
知
症
施
策
の
推
進

・オレンジリングフェスタへの協力（H2９.10．
1）
・出前トーク等の機会を通じてサポーター養
成講座の案内や認知症について啓発を行っ
た。

・交流会や連絡会を通じて支援者間の連携
や情報共有の機会を持った。
・サポーター養成講座：２３回開催、参加者８
５８人（葉山小学校６年生３クラス　１０３人、
金勝小学校6年生3クラス　85人）
・開催について商工会に働きかけを行った。

・認知症の理解をすすめ認知症の人や家族が安
心して地域のなかで生活し続けるため、継続して
啓発を進める必要がある。

・サポーター養成講座の受講者のうち、地域での
見守り支援等の活動への働きかけも必要であ
る。

キャラバンメ
イト活動事業

  各分野の事業やイベントなど、あらゆる機会・
場を活用し、認知症に対する正しい理解が地
域社会全体に広まるよう、認知症サポーター
養成講座を開催するとともに、主体的に活動
できるキャラバン・メイトの養成、スキルアップ
と情報交換のための湖南４市での交流会や、
キャラバン・メイト連絡会を開催する。

・キャラバンメイト連絡会の開催
・キャラバンメイト養成講座の開催周知
・キャラバンメイト交流会の開催
・サポーター養成講座開催　（企業向け・市民向
け）
・子ども向けサポータ養成講座開催への働きかけ
及び実施

在
宅
医
療
と
介
護
連
携



個別
事業名 事業内容 計画 実績 反省点・改善事項

高齢者
虐待検
討会議、
定例虐
待ケース
会議

 高齢者虐待に関する相談、通報、届
け出が行われ、事実確認を行った事
例に関して、虐待の判定や緊急性の
判断、今後の方針と支援内容の決定、
各支援者の役割について協議を行う。

・虐待判定・対応方針の会議への参加に
より、判定・対応方針決定についての理
解

・定例会議（2回/1ヶ月）
　　　…24回　相談件数84件

成年後
見制度
利用支
援事業

 ・成年後見制度に関する市民の理解
を深めるための啓発について、湖南４
市での「成年後見センターもだま」への
委託により推進する。

・成年後見制度利用支援事業の市民・介
護関係者への周知・啓発
　

・成年後見センターもだま主催研修
に参加。
・民生委員部会・自治会等の出前
トークで説明。
・随時個別相談の中で説明紹介。

・民生委員や自治会等地域住民からも
気軽に相談を受けられ、協働して支援す
るための働きかけ

総
合
相
談
事
業

総合相
談支援
業務

・　高齢者やその家族、地域団体など
から、高齢者の生活全般（福祉、医
療、介護など）に関する相談を受け、
必要な支援を把握し、地域における適
切なサービス、機関または制度の利用
につなげるとともに適宜継続的な支援
を行う。

・既存のネットワークなどを活かし、予
防的アプローチや生活支援の必要な
人への早期対応ができるような仕組み
づくりを検討する。
病院等医療関係職種・介護保険サー
ビス事業所、圏域の公的・一般企業等
に向けた総合相談機関としての周知・
啓発活動の範囲を徐々に広げていく。

・介護保険、医療機関や各種相談機関へ
のコーディネート
・関係課機関との連携により生活支援の
実施
・相談対応の統計による実態把握
・地域に出向いての相談を受け易い体制
作り
・各個別事例への関わりから地域ケア会
議開催により課題解決に向けた計画策
定
・PR活動（開設周知）　パンフレット　　　・
ちらし作成、配布
・高齢者の権利擁護に関する総合相談の
実施
・職種間での情報共有と協働による相談
対応力の向上

・総合相談件数（29.4～30.3）
…　1105件（延件数）
　　 368人（延実人数）
・葉山東ふれあい祭り・よろず相談・
自治会出前トーク　葉山民生委員定
例会等
　　　　　　　　　　……　7回
　
・地域ケア会議開催（圏域）
　　　　　　　　　　　…　2回

・ＰＲ活動（掲載）…広報りっとう（12
月）・葉山地域包括支援センターだよ
り（8月・11月・2月）

・ちらし配布…5００枚以上

市長寿福祉課とのＣＰオンラインにより
相談情報を共有化し、支援の効率化・迅
速化を図る。
・抽出した課題の解決や新たな資源開
発等に向けた、市包括・行政との体制作
り                                                ・
病院等医療関係職種・サービス事業所、
圏域の公的、一般企業等に向けた総合
相談機関としての周知を行い、啓発活動
の範囲をさらに広げていく。
・小学校区で行われるふれあい祭りや自
治会など地域で行われる催しでの啓発
を行う。

平成29年度　栗東市葉山地域包括支援センター　実績報告
基本運営方
針

地域で安心して生活できるよう「安心を支える福祉を推進するまち」の実現に向けて、地域包括ケアシステムの構築を目指します。地域包括支援セン
ターは、地域におけるネットワークを活用し、高齢者が安心して暮らせるように支援します。高齢者が身近な地域の中で安心して暮らし続けられるた
めには、地域にある医療・介護・福祉の専門職、さらには地域関係者と関係作りを進め、高齢者が地域で暮らし続けられるように、地域包括支援セン
ターの3職種がそれぞれの専門性を発揮し、相互に連携・協働しながら、チームアプローチにより高齢者を包括的に支えていきます。

重点目標 ①　地域包括ケアシステムの推進体制の確立
②　在宅療養・介護連携
③　認知症高齢者への支援と高齢者の権利擁護の推進

・事実確認や相談のタイミングを逃さな
いよう市包括への報告と早期の対応、
役割分担を行う。
・ケースの振り返り（事例検討）を通じて
今後の支援方法に活かす。

包
括
的
・
継
続
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

包括的・
継続的ケ
アマネジ
メント支
援

・高齢者が住み慣れた地域で暮らすこ
とができるよう、ケアマネジャー、主治
医、サービス提供事業所や地域の関
係機関など多職種相互の協働を進め
るため、地域包括支援センターが核と
なり連携のための機会づくりを進め
る。
・個々の高齢者の状況や変化に応じ
た支援を実践するために、包括的・継
続的に高齢者等家族・ケアマネジャー
に対する支援を行う。
・ケアマネジャーに対する相談や処遇
困難事例の対応、医療との連携など
について支援を行う。

・地域ケア会議の開催
・地域看護連絡会への参加
・地域リハビリテーション協議会への参加
・多職種地域リーダーによる協議検討会
議への参加
・ケアマネジャーへの支援
・サービス担当者会議・カンファレンス等
への参加、同行訪問等により、情報共有
及びケアマネジャー支援
・高齢者や家族に対しての支援

・個別地域ケア会議実施
　　　　　　　　　　　　…　10回

・ケアマネジャーからの相談対応、同
行訪問実施
　　　　　　　　　　　…随時
・サービス担当者会議出席
　　　　　　　　　　　…随時

・課題内容に応じて共に検討できる多職
種との連携の基盤作り（行政各課・医師
会・自治会など）
・民生委員や自治会等地域住民からも
気軽に相談を受けられる、協働して支援
するための働きかけが必要である

ケアマネ
連絡会
管理者
会議

・ 介護支援専門員連絡会と居宅介護
支援事業所管理者会議を連動させ
て、ケアマネジャーが主体的に学ぶ機
会づくりやケアマネジャー同士のネット
ワーク構築を図る。
・ケアマネジメント能力向上のための
研修などを企画する。

・ケアマネジャー同士のネットワークの構
築及び主体的に学ぶ機会の提供
・個別地域ケア会議における事例検討
・管理者会議の開催により情報共有及び
検討事項の協議
・多職種連携代表者会議との連携
・ケアマネジメント力向上のための研修開
催

権
利
擁
護
事
業

高齢者
虐待防
止に関す
る意識づ
くり

・ 高齢者虐待やその防止に対する正
しい理解を促進するとともに、虐待を
見聞きした場合の通報義務など早期
発見のために、地域住民一人ひとりが
できることについての周知・啓発を積
極的に進める。
・通報先・相談先として地域包括支援
センターの周知に努める
・早期発見のため、民生委員児童委員
等に対して、地域での高齢者の見守り
についての啓発に努める。

・高齢者虐待の市民啓発
・地域包括支援センターでの相談・通報
先であることの周知
・専門職への啓発
・高齢者宅に訪問する訪問サービス事業
所（訪問看護・訪問介護）への高齢者虐
待の啓発の実施
・ショートステイ事業所・新規事業所への
啓発

・出前トーク・民生委員定例会での説
明実施

・訪問介護事業所での啓発の実施
…　2　事業所

・民生委員定例会で地域における見
守りのポイント等を説明

・通所、訪問介護サービス事業所に向け
た啓発活動の実施

総合相
談事業

・ 高齢者虐待に関する相談支援の充
実を図るとともに、高齢者虐待対応支
援ネットを活用し、個別の虐待ケース
への適切かつ迅速な対応を図る。
・多職種が連携して虐待の防止や早
期対応ができるようになるための取組
みを実施し、チームでの対応力の向上
に努める。

・高齢者虐待の相談支援の充実
・高齢者虐待対応支援ネットの活用
・認知症専門研修受講による理解の浸透
・多職種による連携及び事例検討

・ケアマネジャー連絡会開催
　　　　　　　　　　　　　…6回

・ケアマネジャーが課題としている研修
の内容を考慮しながら、有機的な機会の
提供
・各居宅介護支援事業所の課題を抽出
する機会づくり  ・支援充実のために共
に学べる機会づくり

介
護
予
防
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

介護予
防ケアマ
ネジメン
ト事業

・要支援者及び事業対象者に対して
は、介護予防と生活支援のサービス
が一体的に提供できるよう、多様な社
会資源を組み合わせて適切にケアマ
ネジメントを行う。

・介護予防事業が必要な人への適切なア
セスメントの実施及び自立に向けたケア
プラン作成及び支援
・地域の社会資源の発掘と活用及び、市
民や利用該当者、ケアマネジャーへの情
報提供

・直営利用者ケアマネジメント業務
…349件 （延）
・委託利用者給付管理業務
　　　　　　　　…546件（延）

・制度改正後の市関係課とのサービス
利用円滑化調整
・住民の自発的な地域支援づくりへの啓
発と協力



介護家
族に対す
る支援

 認知症の人を介護する家族の心身の
負担の軽減を図るため、各事業の周
知･啓発を行うとともに、介護者の会等
相談に応じた情報提供を行う。

・認知症地域支援推進員（兼務）による相
談の周知啓発、相談対応の実施
・ケアマネジャー・介護サービス事業所等
認知症相談窓口の理解・周知
　

・個別相談対応…随時
・サービス担当者会議…随時

・個別地域ケア会議の活用。
・地域の実態把握と支援体制づくり

・キャラバンメイト連絡会の開催
・キャラバンメイト養成講座の受講
・キャラバンメイト交流会の開催
・サポーター養成講座開催　（企業向け・
市民向け）
・子ども向けサポータ養成講座開催への
働きかけ及び実施

認知症
初期支
援チーム
の設置

・認知症に関する相談と早期発見、初
期支援を集中的に行う機関として、介
護職、医療職及び認知症サポート医
（嘱託）からなる「認知症初期集中支援
チーム」の平成29年度の設置に向け
て検討を行う。
・認知症相談の訪問活動を充実させる
とともに、地域包括支援センター職員
の地域におけるコーディネート力や支
援体制の構築に取り組むためのスキ
ルを向上させる。

・認知症地域支援推進員の設置(兼務）に
向けての協議

・草津栗東医師会と「認知症初期集中支
援チーム」に向けて検討協議
・認知症地域支援推進員による個別相談
の実施
・医師会との協議の結果、認知症相談医
の依頼

・初期集中支援チーム員会議参加
…7回

・ホームページ、広報での啓発

・認知症フォーラムの開催協力

・オレンジリングフェスタ
　　　　　　　　　1回2名参加

・キャラバンメイト連絡会
　　　　　　　　　毎月１回参加
　

・キャラバンメイト交流会
　　　　　　　　　…　1名参加

・サポーター養成講座
　　　　　…7回　１60名参加

・児童や住民への啓発の一環として養
成講座開催の機会を増やす。
・サポーターが地域の認知症支援啓発
者となれるような核づくりへの支援
・各自治会へ認知症を抱える生活者の
状況を統計や支援の現状を交え啓発す
ることで、互助への働きかけを行う。

キャラバ
ンメイト
活動事
業

 ・あらゆる機会・場を活用し、認知症
サポーター養成講座を開催するととも
に、主体的に活動できるキャラバン・メ
イトの養成、スキルアップと情報交換
のための湖南４市での交流会や、キャ
ラバン・メイト連絡会を開催する。

地域密
着型施
設と協働
事業

・グループホームとの協働により、認
知症の人への地域での見守り体制づ
くりを進める。
・地域密着型事業所や介護施設・事業
所への働きかけにより、各圏域で地域
見守り体制の構築及び認知症カフェ・
サロン等の居場所づくりに努める。

・認知症カフェ開催支援
　　　　　　　　　…4回参加

認知症ケ
アパス作
成・普及

・地域に住む高齢者の状況把握と社
会資源の把握をし、地域に不足してい
る社会資源や活用可能な既存サービ
スなどを検討し、認知症の人への支援
の流れを示す「認知症ケアパス」として
取りまとめ、活用していく。

・認知症ケアパスの実施及び活用
・地域ケア会議において、サービス等の
不足や地域課題について検討

認知症
専門研
修

 ケアマネジャーや介護サービス事業
所職員に対し、認知症の人の生活全
般をサポートできるアセスメント力の向
上や多職種連携やコーディネート力向
上を目的とした研修を企画し、実施す
る。

・ケアマネジャー、介護サービス事業所へ
の認知症研修の実施
・ケアマネジャー連絡会の実施
・多職種での研修会開催

・認知症専門研修受講 受講 ・次年度の連絡会や研修会で認知症研
修の充実を図る。

在
宅
医
療
と
介
護
連
携

在宅医
療推進
検討会
議

 医療と介護のアドバイザーとして相談
に応じるとともに、多職種の連携にお
いて、「私の在宅療養手帳」などの有
効活用に向けた支援を行う。
・高齢者に対しては自分の健康につい
ての相談ができる「かかりつけ医」を持
つことを勧めていき、24時間365日対
応型の医療・介護サービスの拡充を図
るとともに、その質の向上を図るため
の研修等を充実させる。

・多職種連携代表者会議において研修会
の実施
・365日在宅医療を受けられる診療情報
の把握と市民への情報発信
・24時間訪問看護や定期巡回・随時対応
型訪問介護看護及び小規模多機能型居
宅介護事業についての市民や関係者へ
の情報発信

・療養手帳推進や在宅医療推進に
向けての検討会へ参加

若年認
知症へ
の支援

 若年性認知症の実態を把握し、若年
性認知症の人やその家族の経済的か
つ精神的負担の軽減に努めるととも
に、地域での孤立を防ぎ、住み慣れた
地域で安心して暮らせる支援体制の
構築を図る。

・社会資源の発掘
・支援体制の検討

・若年認知症実態把握 ・ケアマネジャー、民生委員との事例検
討会や情報交換を行う。

多職種
連携代
表者会
議

・在宅医療・介護連携の推進のため、
地域の現状と課題解決に向けた協議
ができる体制整備を行う。
・在宅医療や介護の方向性の確認
等、課題の共有化や連携を進めてい
く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
医師会の圏域を同じくする草津市や湖
南圏域における連携を強化していく。

・多職種連携代表者会議において
「多職種協働による在宅チーム医療を担
う人材育成研修」の内容について検討
・他職種及び市民との交流学習会開催

・多職種連携会議…4回

・生き方カフェ交流学習会
　　　　　　　　　　　…1回

・生き方カフェの企画、実施。

認
知
症
施
策
の
推
進

認知症
啓発事
業

  認知症に対する誤解や偏見を解消
し、正しい理解が地域社会全体に広ま
るよう、広報や出前講座、各分野の事
業・イベントなどのあらゆる機会・場を
活用し、グループホームなどとの協働
も図りながら、若年層・介護世代から
高齢者までを含めた幅広い世代に対
して、認知症や認知症予防に関する正
しい知識・情報などを積極的に提供す
る。


